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（参考資料２） 

 

説明義務・情報提供義務を規定する法律について 

 

 

○ 電気通信事業法（昭和五十九年十二月二十五日法律第八十六号） 

 

（提供条件の説明）  

第二十六条  電気通信事業者及び電気通信事業者の電気通信役務の提供に関する契約の

締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者（以下「電気通信事業者等」という。）は、

電気通信役務の提供を受けようとする者（電気通信事業者である者を除く。）と国民の日

常生活に係るものとして総務省令で定める電気通信役務の提供に関する契約の締結又は

その媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、

当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなけ

ればならない。 

 

 

○ 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律（平成十九年五月三十日法律第六十

六号） 

 

（建設業者による供託所の所在地等に関する説明） 

第十条 供託建設業者は、住宅を新築する建設工事の発注者に対し、当該建設工事の請負契

約を締結するまでに、その住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地そ

の他住宅建設瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項

を記載した書面を交付して説明しなければならない。 

 

（宅地建物取引業者による供託所の所在地等に関する説明） 

第十五条 供託宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅

の売買契約を締結するまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の

所在地その他住宅販売瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これ

らの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。 
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○ 探偵業の業務の適正化に関する法律（平成十八年六月八日法律第六十号） 

 

（重要事項の説明等） 

第八条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、

当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。 

一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 第四条第三項の書面に記載されている事項 

三 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十

七号）その他の法令を遵守するものであること。 

四 第十条に規定する事項 

五 提供することができる探偵業務の内容 

六 探偵業務の委託に関する事項 

七 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概

算額及び支払時期 

八 契約の解除に関する事項 

九 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項 

 

 

○ 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（平成十六年十二月一日法律第百五十一

号） 

 

（説明義務） 

第十四条 認証紛争解決事業者は、認証紛争解決手続を実施する契約の締結に先立ち、紛争

の当事者に対し、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項について、これを記載

した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものをいう。）を提供して説明をしなければならない。 

一 手続実施者の選任に関する事項 

二 紛争の当事者が支払う報酬又は費用に関する事項 

三 第六条第七号に規定する認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの標準的な手

続の進行 

四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項 
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○ 高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成十三年四月六日法律第二十六号） 

 

（契約締結前の書面の交付及び説明） 

第十七条 登録事業者は、登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまで

に、登録事項その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項について、これらの事項を

記載した書面を交付して説明しなければならない。 

 

○ 金融商品の販売等に関する法律（平成十二年五月三十一日法律第百一号） 

 

（金融商品販売業者等の説明義務） 

第三条 金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行おうとするときは、当該金

融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、顧客に対し、次に掲げる事

項（以下「重要事項」という。）について説明をしなければならない。 

一 当該金融商品の販売について金利、通貨の価格、金融商品市場（金融商品取引法第二

条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下この条において同じ。）における相

場その他の指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるとき

は、次に掲げる事項 

イ 元本欠損が生ずるおそれがある旨 

ロ 当該指標 

ハ ロの指標に係る変動を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれを生じさせる当

該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分 

二 当該金融商品の販売について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の

指標に係る変動を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれがあると

きは、次に掲げる事項 

イ 当初元本を上回る損失が生ずるおそれがある旨 

ロ 当該指標 

ハ ロの指標に係る変動を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれを

生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分 

三 当該金融商品の販売について当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財

産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれがあるときは、次に掲

げる事項 

イ 元本欠損が生ずるおそれがある旨 

ロ 当該者 

ハ ロの者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれ

を生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分 

四 当該金融商品の販売について当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財
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産の状況の変化を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれがあると

きは、次に掲げる事項 

イ 当初元本を上回る損失が生ずるおそれがある旨 

ロ 当該者 

ハ ロの者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として当初元本を上回る損失が

生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な

部分 

五 第一号及び第三号に掲げるもののほか、当該金融商品の販売について顧客の判断に

影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として元

本欠損が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項 

イ 元本欠損が生ずるおそれがある旨 

ロ 当該事由 

ハ ロの事由を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品

の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分 

六 第二号及び第四号に掲げるもののほか、当該金融商品の販売について顧客の判断に

影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として当

初元本を上回る損失が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項 

イ 当初元本を上回る損失が生ずるおそれがある旨 

ロ 当該事由 

ハ ロの事由を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる

当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分 

七 当該金融商品の販売の対象である権利を行使することができる期間の制限又は当該

金融商品の販売に係る契約の解除をすることができる期間の制限があるときは、そ

の旨 

２ 前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締

結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるもので

なければならない。 

３～７ （略） 

 

※参考 

（金融商品販売業者等の損害賠償責任） 

第五条 金融商品販売業者等は、顧客に対し第三条の規定により重要事項について説明を

しなければならない場合において当該重要事項について説明をしなかったとき、又は前

条の規定に違反して断定的判断の提供等を行ったときは、これによって生じた当該顧客

の損害を賠償する責めに任ずる。 
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（損害の額の推定） 

第六条 顧客が前条の規定により損害の賠償を請求する場合には、元本欠損額は、金融商品

販売業者等が重要事項について説明をしなかったこと又は断定的判断の提供等を行った

ことによって当該顧客に生じた損害の額と推定する。 

２ 前項の「元本欠損額」とは、当該金融商品の販売が行われたことにより顧客の支払った

金銭及び支払うべき金銭の合計額（当該金融商品の販売が行われたことにより当該顧客

の譲渡した金銭相当物又は譲渡すべき金銭相当物がある場合にあっては、当該合計額に

これらの金銭相当物の市場価額（市場価額がないときは、処分推定価額）の合計額を加え

た額）から、当該金融商品の販売により当該顧客（当該金融商品の販売により当該顧客の

定めるところにより金銭又は金銭以外の物若しくは権利を取得することとなった者があ

る場合にあっては、当該者を含む。以下この項において「顧客等」という。）の取得した

金銭及び取得すべき金銭の合計額（当該金融商品の販売により当該顧客等の取得した金

銭以外の物若しくは権利又は取得すべき金銭以外の物若しくは権利がある場合にあって

は、当該合計額にこれらの金銭以外の物又は権利の市場価額（市場価額がないときは、処

分推定価額）の合計額を加えた額）と当該金融商品の販売により当該顧客等の取得した金

銭以外の物又は権利であって当該顧客等が売却その他の処分をしたものの処分価額の合

計額とを合算した額を控除した金額をいう。 

 

 

○ 保険業法（平成七年六月七日法律第百五号） 

 

（情報の提供） 

第二百九十四条 保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員（保険募集人である者

を除く。）、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締

結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険（団体又はその代表

者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とする保険をいう。次条、第二百

九十四条の三第一項及び第三百条第一項において同じ。）に係る保険契約に加入すること

を勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為（当該団体保険に係る保

険契約の保険募集を行った者以外の者が行う当該加入させるための行為を含み、当該団

体保険に係る保険契約者又は当該保険契約者と内閣府令で定める特殊の関係のある者が

当該加入させるための行為を行う場合であって、当該保険契約者から当該団体保険に係

る保険契約に加入する者に対して必要な情報が適切に提供されることが期待できると認

められるときとして内閣府令で定めるときにおける当該加入させるための行為を除く。

次条及び第三百条第一項において同じ。）に関し、保険契約者等の保護に資するため、内

閣府令で定めるところにより、保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情

報の提供を行わなければならない。ただし、保険契約者等の保護に欠けるおそれがないも
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のとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 

 

（顧客の意向の把握等） 

第二百九十四条の二  保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員（保険募集人で

ある者を除く。）、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契

約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険

契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関

し、顧客の意向を把握し、これに沿った保険契約の締結等（保険契約の締結又は保険契約

への加入をいう。以下この条において同じ。）の提案、当該保険契約の内容の説明及び保

険契約の締結等に際しての顧客の意向と当該保険契約の内容が合致していることを顧客

が確認する機会の提供を行わなければならない。ただし、保険契約者等の保護に欠けるお

それがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 

 

 

○ 借地借家法（平成三年十月四日法律第九十号） 

 

（定期建物賃貸借） 

第三十八条 

２ 前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、

建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了に

より当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明

しなければならない。 

３ 建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないことと

する旨の定めは、無効とする。 

 

 

○ 電気通信事業法（昭和五十九年十二月二十五日法律第八十六号） 

 

（提供条件の説明） 

第二十六条 電気通信事業者及び電気通信事業者の電気通信役務の提供に関する契約の締

結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者（以下「電気通信事業者等」という。）は、

電気通信役務の提供を受けようとする者（電気通信事業者である者を除く。）と国民の日

常生活に係るものとして総務省令で定める電気通信役務の提供に関する契約の締結又は

その媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、

当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなけ

ればならない。  
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○ 貸金業法（昭和五十八年五月十三日法律第三十二号） 

 

（契約締結前の書面の交付） 

第十六条の二 貸金業者は、貸付けに係る契約（極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係

る契約を除く。）を締結しようとする場合には、当該契約を締結するまでに、内閣府令で

定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該契約の内容を説明する書面を当

該契約の相手方となろうとする者に交付しなければならない。 

一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所 

二 貸付けの金額 

三 貸付けの利率 

四 返済の方式 

五 返済期間及び返済回数 

六 賠償額の予定（違約金を含む。以下同じ。）に関する定めがあるときは、その内容 

七 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 

２ 貸金業者は、極度方式基本契約を締結しようとする場合には、当該極度方式基本契約を

締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該極

度方式基本契約の内容を説明する書面を当該極度方式基本契約の相手方となろうとする

者に交付しなければならない。 

一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所 

二 極度額（貸金業者が極度方式基本契約の相手方となろうとする者に対し貸付けの元

本の残高の上限として極度額を下回る額を提示する場合にあつては、当該下回る額及

び極度額） 

三 貸付けの利率 

四 返済の方式 

五 賠償額の予定に関する定めがあるときは、その内容 

六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 

３ 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合には、当該保

証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項（一定の範囲

に属する不特定の貸付けに係る債務を主たる債務とする保証契約にあつては、第三号に

掲げる事項を除く。）を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証契約

の保証人となろうとする者に交付しなければならない。 

一 貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所 

二 保証期間 

三 保証金額 

四 保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの 

五 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、民法（明治二十九年法律第



8 
 

八十九号）第四百五十四条の規定の趣旨その他の連帯保証債務の内容に関する事項

として内閣府令で定めるもの 

六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 

 

（特定公正証書に係る制限） 

第二十条 

３ 貸金業者は、貸付けの契約について、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合には、

あらかじめ（当該貸付けの契約に係る資金需要者等との間で特定公正証書の作成を公証

人に嘱託する旨を約する契約を締結する場合にあつては、当該契約を締結するまでに）、

内閣府令で定めるところにより、債務者等となるべき資金需要者等に対し、次に掲げる事

項について書面を交付して説明しなければならない。 

一 当該貸付けの契約に基づく債務の不履行の場合には、特定公正証書により、債務者等

が直ちに強制執行に服することとなる旨 

二 前号に掲げるもののほか、債務者等の法律上の利益に与える影響に関する事項とし

て内閣府令で定めるもの 

 

 

○ 積立式宅地建物販売業法（昭和四十六年六月十六日法律第百十一号） 

 

（積立条件等の説明及び書面の交付） 

第三十四条 積立式宅地建物販売業者は、積立式宅地建物販売の相手方に対して、積立式宅

地建物販売の契約を締結するまでに、少なくとも次に掲げる事項について、積立式宅地建

物販売契約約款を交付して説明をしなければならない。 

一 各回ごとの積立金の支払分の額及び積立金の支払の方法 

二 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期を確定する時期及

び方法  

三 目的物である宅地又は建物並びにその代金及び引渡しの時期の予定に関する事項 

四 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期が確定した後の代

金の支払に関する事項 

五 契約の解除に関する事項 

六 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項 
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○ 宅地建物取引業法（昭和二十七年六月十日法律第百七十六号） 

 

（重要事項の説明等） 

第三十五条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若

しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸

借の各当事者（以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。）に対して、その者が取得

し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立

するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの

事項を記載した書面（第五号において図面を必要とするときは、図面）を交付して説明を

させなければならない。 

一 当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又

は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名（法人にあつては、その名称） 

二 都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別（当該契約の目的

物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約で

あるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。）に応じて政

令で定めるものに関する事項の概要 

三 当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する

事項 

四 飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況（これらの施設が

整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別

の負担に関する事項） 

五 当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、

その完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項 

六 当該建物が建物の区分所有等に関する法律（昭和三十七年法律第六十九号）第二条第

一項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するた

めの一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部

分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地（一団地内に数棟の建物が

あつて、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に

属する場合には、その土地を含む。）に関する権利及びこれらの管理又は使用に関す

る事項で契約内容の別に応じて国土交通省令・内閣府令で定めるもの 

七 代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的 

八 契約の解除に関する事項 

九 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項 

十 第四十一条第一項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条又は第

四十一条の二の規定による措置の概要 

十一 支払金又は預り金（宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地
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又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭（第四十一条第一項又は

第四十一条の二第一項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。）

であつて国土交通省令・内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。）を受領しようと

する場合において、第六十四条の三第二項の規定による保証の措置その他国土交通

省令・内閣府令で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合にお

けるその措置の概要 

十二 代金又は交換差金に関する金銭の貸借のあつせんの内容及び当該あつせんに係る

金銭の貸借が成立しないときの措置 

十三 当該宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その

他の措置で国土交通省令・内閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を

講ずる場合におけるその措置の概要 

十四 その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘

案して、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める命

令で定める事項イ 事業を営む場合以外の場合において宅地又は建物を買い、又は

借りようとする個人である宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に資する事項

を定める場合 国土交通省令・内閣府令ロ イに規定する事項以外の事項を定める

場合 国土交通省令 

２ 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売（代金の全部又は一部について、目的物

の引渡し後一年以上の期間にわたり、かつ、二回以上に分割して受領することを条件とし

て販売することをいう。以下同じ。）の相手方に対して、その者が取得しようとする宅地

又は建物に関し、その割賦販売の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、前

項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交

付して説明をさせなければならない。 

一 現金販売価格（宅地又は建物の引渡しまでにその代金の全額を受領する場合の価格

をいう。） 

二 割賦販売価格（割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。） 

三 宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金（割賦販売の契約に基づく

各回ごとの代金の支払分で目的物の引渡し後のものをいう。第四十二条第一項にお

いて同じ。）の額並びにその支払の時期及び方法 

３ 宅地建物取引業者は、宅地又は建物に係る信託（当該宅地建物取引業者を委託者とする

ものに限る。）の受益権の売主となる場合における売買の相手方に対して、その者が取得

しようとしている信託の受益権に係る信託財産である宅地又は建物に関し、その売買の

契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、

これらの事項を記載した書面（第五号において図面を必要とするときは、図面）を交付し

て説明をさせなければならない。ただし、その売買の相手方の利益の保護のため支障を生

ずることがない場合として国土交通省令で定める場合は、この限りでない。 
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一 当該信託財産である宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並び

に登記名義人又は登記簿の表題部に記録された所有者の氏名（法人にあつては、その

名称） 

二 当該信託財産である宅地又は建物に係る都市計画法、建築基準法その他の法令に基

づく制限で政令で定めるものに関する事項の概要 

三 当該信託財産である宅地又は建物に係る私道に関する負担に関する事項 

四 当該信託財産である宅地又は建物に係る飲用水、電気及びガスの供給並びに排水の

ための施設の整備の状況（これらの施設が整備されていない場合においては、その整

備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項） 

五 当該信託財産である宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のも

のであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令で定める事項 

六 当該信託財産である建物が建物の区分所有等に関する法律第二条第一項に規定する

区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物

の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第四項に規定する共用部分に関する規約

の定めその他の一棟の建物又はその敷地（一団地内に数棟の建物があつて、その団地

内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、

その土地を含む。）に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で国土交通

省令で定めるもの 

七 その他当該信託の受益権の売買の相手方の利益の保護の必要性を勘案して国土交通

省令で定める事項 

 

（供託所等に関する説明） 

第三十五条の二 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して、当該売買、

交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が第六十四条の二第

一項の規定により指定を受けた一般社団法人の社員でないときは第一号に掲げる事項に

ついて、当該宅地建物取引業者が同条同項の規定により指定を受けた一般社団法人の社

員であるときは、第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務

開始日前においては第一号及び第二号に掲げる事項について、当該弁済業務開始日以後

においては第二号に掲げる事項について説明をするようにしなければならない。 

一 営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地 

二 社員である旨、当該一般社団法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに第六十四条

の七第二項の供託所及びその所在地 
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○ 旅行業法（昭和二十七年七月十八日法律第二百三十九号） 

 

（取引条件の説明） 

第十二条の四 旅行業者等は、旅行者と企画旅行契約、手配旅行契約その他旅行業務に関し

契約を締結しようとするときは、旅行者が依頼しようとする旅行業務の内容を確認した

上、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、その取引の条件について旅行者に説

明しなければならない。 

 

 

○ 商品先物取引法（昭和二十五年八月五日法律第二百三十九号） 

 

（商品先物取引業者の説明義務及び損害賠償責任） 

第二百十八条 商品先物取引業者は、商品取引契約を締結しようとする場合には、主務省令

で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、前条第一項各号に掲げる事項について

説明をしなければならない。 

２ 前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該商品取引契約を締結しようとす

る目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなけ

ればならない。 

３ 一の商品取引契約の締結について二以上の商品先物取引業者又は商品先物取引業者の

委託を受けた商品先物取引仲介業者（以下この項において「商品先物取引業者等」という。）

が第一項又は第二百四十条の十八第一項本文の規定により顧客に対し前条第一項各号に

掲げる事項について説明をしなければならない場合において、いずれか一の商品先物取

引業者等が当該事項について説明をしたときは、他の商品先物取引業者等は、第一項又は

第二百四十条の十八第一項本文の規定にかかわらず、当該事項について説明をすること

を要しない。ただし、当該他の商品先物取引業者等が政令で定める者である場合は、この

限りでない。 

４ 商品先物取引業者は、顧客に対し第一項の規定により説明をしなければならない場合

において、第二百十四条（第一号に係る部分に限る。）の規定に違反したとき、又は前条

第一項第一号から第三号までに掲げる事項について説明をしなかつたときは、これによ

つて当該顧客の当該商品取引契約につき生じた損害を賠償する責めに任ずる。 

 

（商品先物取引仲介業者の説明義務及び損害賠償責任） 

第二百四十条の十八 

２ 前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び顧客の商品取引契約を締結しようと

する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでな

ければならない。 
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３ 商品先物取引仲介業者は、顧客に対し第一項の規定により説明をしなければならない

場合において、第二百四十条の十六（第一号イに係る部分に限る。）の規定に違反したと

き、又は第二百十七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について説明をしなか

つたときは、これによつて当該顧客の当該商品取引契約につき生じた損害を賠償する責

めに任ずる。 

 

 

○ 金融商品取引法（昭和二十三年四月十三日法律第二十五号） 

 

 （虚偽記載等のある公開買付開始公告を行つた者等の賠償責任） 

第二十七条の二十 

２ 前項（第一号及び第四号を除く。）の規定の適用がある場合において、公開買付者が、

当該公開買付期間の末日後に当該公開買付けに係る株券等の買付け等を当該公開買付け

によらないで行う契約があるにもかかわらず、公開買付届出書又は公開買付説明書にそ

の旨の記載をすることなく、当該公開買付期間の末日後に当該契約による買付け等をし

たときは、当該公開買付者が当該公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者（当該契

約により株券等の売付け等をした者、第二十七条の五の規定に該当する株券等の売付け

等をした者及び第二十七条の十八第二項第一号に規定する一部の者を除く。）に対し賠償

の責めに任ずべき額は、当該公開買付者が当該買付け等をした価格（これに相当する利益

の供与を含み、当該価格が均一でない場合には、その最も有利な価格とする。）から公開

買付価格を控除した金額に前項において準用する第十八条第一項の規定による請求権者

の応募株券等の数を乗じた額とする。 

 

 

 




